
　次の事業について、賃借人下関市（以下「甲」という。）と賃貸人
（以下「乙」という。）とは、この契約書の条項によって賃貸借契約を締結し、信義を重んじ誠実に
これを履行する。

１

２

３

４ 金 円

（うち消費税及び地方消費税相当額金　　　　　　　　円）

５

この契約の締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

賃借人 下関市

下 関 市 長　　 印

賃貸人 住所

氏名

　　　年　　　月　　　日から

㊞

契 約 期 間 　　　年　　　月　　　日から

契 約 金 額

　　　　年　　　　月　　　　日

賃 貸 借 期 間

　　　年　　　月　　　日まで

　　　年　　　月　　　日まで

契 約 保 証 金

契 約 書

収入印紙

貼付欄

事 業 名

（賃貸借・総価契約）

a031500
タイプライターテキスト

a031500
タイプライターテキスト



　次の事業について、賃借人下関市（以下「甲」という。）と賃貸人
（以下「乙」という。）とは、この契約書の条項によって賃貸借契約を締結し、信義を重んじ誠実に
これを履行する。

１

２

３

４

５

６ 金 円

（うち消費税及び地方消費税相当額金　　　　　　　円）

７

この契約の締結の証として、この証書２通を作成し、双方記名押印の上、各自１通を保有する。

賃借人 下関市

下 関 市 長　　　 印

賃貸人 住所

氏名

契 約 書（長期継続契約）

賃 貸 借 期 間 　　　年　　　月　　　日から

㊞

契 約 期 間 　　　年　　　月　　　日から

契 約 金 額

　　　年　　　　月　　　　日

契 約 の 種 類 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定による長期継続契約

(1) 甲は、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において歳出予算のこの契約
に係る金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更し、又は解除す
ることができる。
(2) 甲は、前号の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、甲が
乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を乙に賠償しなければならない。この
場合における賠償額は、甲乙が協議して定める。

予 算 の 減 額
又 は 削 除 に
伴 う 解 除 等

契 約 保 証 金

収入印紙

貼付欄

　　　年　　　月　　　日まで

　　　年　　　月　　　日まで

事 業 名

（長期継続契約用）

a031500
タイプライターテキスト

a031500
タイプライターテキスト

a031500
タイプライターテキスト

a031500
タイプライターテキスト

a031500
タイプライターテキスト



（賃貸借・総価） 
（目的） 

第１条 甲は、乙から別紙１仕様書（以下「仕様

書」という。）に掲げる賃貸借の目的物（以下「物

件」という。）を賃借し、乙は、これを賃貸する。 

（仕様書の履行） 

第２条 乙は、この契約書及び仕様書に基づきこ

の契約に係る賃貸借を行わなければならない。 

２ 仕様書において、「賃借人」又は「発注者」と

あるのは「甲」と、「賃貸人」又は「受注者」と

あるのは「乙」と読み替えるものとする。 

３ 乙は、仕様書に定めのない事項については、 

甲の指示を受けるものとする。 

（物件の引渡し） 

第３条 乙は、物件を甲の指定する日までに甲に

引き渡し、使用するための設定を行った上、頭

書の賃貸借期間（以下「賃貸借期間」という。）

の初日から甲の使用に供しなければならない。 

２ 甲は、物件の設置場所を変更する場合は、あ

らかじめ乙に通知し、乙の承諾を得なければな

らない。この場合、物件の移動は、乙が実施す

る。 

 （担保責任） 

第４条 甲は、前条の規定による引渡し後、物件

がこの契約の内容に適合していないことを発見

した場合は、当該物件の修補若しくは代替物引

渡し等の履行の追完の請求、頭書の契約金額（以

下「契約金額」という。）の減額の請求、損害賠

償の請求又はこの契約の解除をすることができ

る。 

（権利の譲渡等の制限） 

第５条 乙は、この契約によって生じる権利又は

義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせては

ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による

承認を受けたときは、この限りでない。 

（契約金額の支払） 

第６条 乙は、賃貸借期間が終了した場合は、契

約金額を記載した支払請求書を甲に提出するも

のとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約金額を月額に

分けて支払うときは、乙は、毎月の末日を経過

するごとに、別表に掲げるその月の契約金額に

係る額を記載した支払請求書を甲に提出するも

のとする。 

３ 甲は、第１項又は前項の定めにより、乙の提

出する適法な支払請求書を受理したときは、そ

の日から３０日以内に当該請求のあった額を乙

に支払うものとする。 

（契約の解除） 

第７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当す

るときは、乙に対しなんらの催告を要せず、こ

の契約を解除することができる。 

(1) 正当な理由なくしてこの契約に定める義務 

を履行しないとき。 

(2) 公租公課の滞納処分を受けたとき。 

(3) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれ

があると認められる相当の事由があるとき。 

２ 乙は、前項の定めによる契約の解除により損

害を受けた場合においても、甲に対してその損

害の補償を請求することができないものとする。 

（損害賠償） 

第８条 乙は、この契約に定める義務を履行しな

いために甲に損害を与えたときは、その損害に

相当する金額を損害賠償として甲に支払わなけ

ればならない。 

 （物件の返還） 

第９条 賃貸借期間が終了したとき、又はこの契

約が解除されたときは、甲は、この契約の終了

に伴う措置の完了後、物件を乙に返還するもの

とする。 

２ 物件の返還に要する一切の費用は、全て乙の

負担とする。 

（秘密の保持） 

第１０条 乙及び乙の従業員は、この契約の履行

上知り得た秘密をいかなる理由があっても第三

者に漏らしてはならない。 

２ 前項の規定は、この契約の終了後又は解除後

も存続するものとする。 

（契約の費用） 



（賃貸借・総価） 
第１１条 この契約の締結及び履行に関して必要

な一切の費用は、全て乙の負担とする。 

（疑義の解決） 

第１２条 この契約について疑義が生じたときは、

甲乙協議の上、解決するものとする。 

（合意管轄裁判所） 

第１３条 この契約に関する一切の紛争について 

は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とする。 

（履行の決定） 

第１４条 前各条に定めるもののほか、この契約

の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、

決定するものとする。 



別記１ 

下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項 

（総則） 

第１条 甲と乙は、下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号）第３条

に規定する基本理念に基づき、同条例第６条の規定による措置として、この

特記事項を設ける。 

（暴力団排除に係る契約の解除） 

第２条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対しなんらの

催告を要せず、この契約を解除することができる。 

(1) 役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

(2) 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした

と認められるとき。 

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、若しくは便宜

を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、

又は関与していると認められるとき。 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

(6) 下請契約又は資材、原材料等の購入契約の締結に当たり、その相手方が

前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した

と認められるとき。 

(7) 乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資

材、原材料等の購入契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合

を除く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わな



かったとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属及び損害賠償

については、この特記事項が付加される契約の規定による。 

（関係機関への照会等） 

第３条 甲は、暴力団を排除する目的のため、必要と認めるときは、乙に対し

て、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求め、その情報を管

轄の警察署に提供して、乙が前条第１項各号に該当するか否かについて、照

会できるものとする。 

２ 乙は、前項の規定により、甲が当該警察署に照会を行うことについて、承

諾するものとする。 

（契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置）  

第４条 乙は、自ら又はこの契約の下請若しくは受託をさせた者（この条にお

いて「下請事業者等」という。）が、暴力団又は暴力団員から、この契約の

適正な履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を受けたときは、き然として

拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、管轄の警察署に届け出な

ければならない。 

２ 甲、乙及び下請事業者等は、前項の場合において、管轄の警察署と協力し

て、この契約の履行の妨害又はこの契約に係る不当要求を排除する対策を講

じるものとする。 

 

 

 




